
ご存知ですか～  診療放射線技師法等の一部が改正 されました！ 

厚生労働省では、医療現場における診療放射線技師の業務上の制限等に係る法律の改正に向

けて審議を行っていました。この度、診療放射線技師法等の一部改正が平成 26年 6月 25日に

公布され、病院又は診療所以外の場所で健康診断として胸部エックス線検査を行う場合には、

医師の立会いがなくても実施できることになりました。その際には医療安全上の配慮が極めて

重要であることから、下記の取組みを実施し安全の確保を十分に図るものとされています。 

① 事前に責任医師の明確な指示を得ること 

② 緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備 

③ 必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備 

④ 機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備 

※その他、診療放射線技師が実施する検査に伴い必要となる診療の補助業務等も追加されま

した。放射線部門における医療の安全の確保のために更なる教育・研修が重要となりますね。 

 

 

 

 

 

  皆さん、そろそろ夏バテ症候群を発症していませんか。 

今年は春先から、早々と熱中症で救急搬送者が続出していましたね。真夏になった今、 

日本列島の気象状況は、どのように・・・ 

 私事ですが･･･実家の母は現在 81歳。これまで、内科的な病気には罹ったこと

はなく大きな怪我で 2度ほど入院しましたが、足腰もしっかり、少々の長歩きも

大丈夫。それでも、年とともに少しずつ物忘れが多くなってきました。先日も私

の誕生日に（日にちは間違えないのです）「誕生日おめでとう。○○歳よね」と 5歳も多く言われ

とてもショックでした。「お母さんの年齢は何歳？」というと「あっそうやったね」と正しい年齢

に気づいてくれました･･･ホッ！ 

 今、「治さなくてよい認知症（上田 諭 著）」を読んでいます。年老いていく母にどのように関

わっていくことができるか、私自身の準備を始めています。          ≪記：おかざき≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃“まだ子どもが小さくて・・・”と研修などへの参加が難しい方でも可能な限り！子ども

さんと一緒に受講できるような環境づくりを心掛けています。 

『コスモス』専用アドレス ： ＜kitakyushu_cosmos@yahoo.co.jp＞ 

代表者） 岡崎眞弓  北九州市保健所  ＴＥＬ ５２２－８７２６ 
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北九州女性放射線技師の会 

 

                             

 No.４８ 

 

 

                          

※追伸：140名の方にアンケート調査のご協力をお願い⇒7／15現在、54通お返事あり m(_ _)m 
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